
長屋王家木簡三題

出
土
木
簡
の
正
式
報
告
書
『
平
城
京
木
簡
」
の
刊
行
が
開
始
さ
れ
、
発
掘
調
査

の
正
式
報
告
書
と
し
て
「
平
城
京
左
京
二
条
二
坊
・

――
一
条
二
坊
発
掘
調
査
報

告」

（
発
刊
奥
付
は

一
九
九
五
年
三
月
――
1
0
日
）
も
発
刊
さ
れ
て
、
調
査
主
体
の
奈

良
国
立
文
化
財
研
究
所
に
よ
る
長
屋
王
家
木
簡
、
長
屋
王
邸
跡
の
整
理
・
研
究

の
一
応
の
到
達
点
が
示
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

住
形
態
、
家
の
相
続
の
問
題
と
い
っ
た
家
政
に
関
わ
る
論
点
、
そ
こ
か
ら
律
令

但
し
、
長
屋
王
家
木
簡
は
、
王

・
貴
族
の
家
政
機
関
の
あ
り
方
、
邸
宅
の
居

え
る
際
に
も
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
史
料
で
あ
る
。

一
九
九
五
年
に
は

と
と
も
に
、
奈
良
時
代
初
期
の
皇
族

・
政
治
家
と
し
て
著
名
な
長
屋
王
と
そ
の

長

屋

王

家

木

簡

一
九
八
八
年
八
月
平
城
京
跡
左
京
――一条
二
坊
八
坪
の
南
北
溝
S
D
四
七
万

0

か
ら
出
土
し
た
長
屋
王
家
木
簡
は
、
約
三
万
六

0
0
0
点
と
い
う
膨
大
な
点
数

家
政
運
営
を
解
明
す
る
上
で
重
要
な
史
料
を
呈
し
、
ま
た
奈
良
時
代
初
期
の
一

大
木
簡
群
と
い
う
こ
と
で
、
大
宝
律
令
に
基
づ
く
律
令
体
制
の
施
行
如
何
を
考

は

じ

め

に

日百
疋

る
意
味
で
、
敢
え
て
一
文
を
草
す
る
次
第
で
あ
る
。

「長
屋
王
邸
の
住
人
と
家
政
運
営
」
と
し
て
呈
し
て
い
る
（
以
下
、
別
稿
と
称

長
屋
王
家
木
簡
に
つ
い
て
の
拙
見
は
、

一
応
奈
文
研
の
発
掘
調
査
報
告
書
に

制
の
運
用
実
態
の
問
題
や
中
央
と
地
方
と
の
関
係
、
ま
た
時
代
を
遡
っ
て
律
令

制
成
立
以
前
の
王
宮
の
あ
り
方
を
考
え
る
等
々
、
日
本
古
代
史
に
関
わ
る
様
々

な
重
要
な
論
点
の
考
究
に
展
開
す
る
大
き
な
可
能
性
を
持
っ
た
史
料
群
で
あ
り
、

今
後
多
種
多
様
な
視
点
か
ら
検
討
を
加
え
て
行
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
意
味
で
は
あ
く
ま
で
も
一
応
の
到
達
点
で
あ
っ
て
、
そ
の
到
達
点
の
可
否

(
1
)
 

も
含
め
て
、
さ
ら
に
広
深
な
究
明
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
）
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
、
小
稿
で
は
報
告
書

執
箪
や
木
簡
整
理
に
際
し
て
気
付
い
た
点
を
三
つ
ば
か
り
述
べ
て
み
た
い
。
相

互
に
脈
絡
が
な
く
、
ま
た
既
に
多
く
の
方
が
当
然
の
作
業
と
し
て
検
討

・
確
認

を
行
な
わ
れ
て
い
る
事
柄
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
私
見
を
整
理
す

森

公

章
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一
、
「
受
」
某
と
所
属
（
宛
先
）
部
署
と
の
関
係

長
屋
王
家
木
簡
の
う
ち
、
最
も
点
数
の
多
い
の
は
、
米
飯
な
ど
物
品
支
給
の

際
に
い
わ
ば
控
え
伝
票
と
し
て
作
成
さ
れ
た
伝
票
木
簡
で
あ
る
。
伝
票
木
簡
は
、

宛
先
＋
物
品
名

・
数
羅
＋
「
受
」
（
授
）
某
十
月
日
＋
人
名
（
出
納
責
任
者
か
）

と
い
う
基
本
型
を
と
り
、
様
々
な
宛
先
部
署
名
は
長
屋
王
家
の
家
政
組
織
の
あ

り
方
を
復
原
す
る
上
で
貴
重
な
材
料
を
呈
し
て
い
る
。
ま
た
日
下
の
人
名
は
物

品
支
給
の
際
の
出
納
責
任
者
と
推
定
さ
れ
、
そ
こ
に
家
令
職
員
や
少
子
と
称
さ

れ
る
帳
内

・
資
人
ク
ラ
ス
の
雑
任
者
が
登
場
す
る
こ
と
は
、
伝
票
木
簡
が
長
屋

王
家
の
家
政
の
中
枢
部
の
執
務
の
様
相
を
解
明
す
る
の
に
有
効
で
あ
る
こ
と
を

と
こ
ろ
で
、
宛
先
へ
の
物
品
を
授
与
さ
れ
受
納
し
た
「
受
」
某
に
つ
い
て
、

別
稿
で
は
こ
の
某
が
宛
先
部
署
の
人
間
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
旨
、
即
ち
所
属
部

署
宛
の
物
品
を
受
納
し
て
い
る
場
合
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
別
稿
で
は

西
宮
少
子
秦
望
万
呂
の
例
や
そ
の
他
の
少
子
の
事
例
を
掲
げ
て
説
明
し
た
が
、

「
受
」
某
と
宛
先
部
署
の
関
係
を
整
理
す
る
と
、
表

1
の
よ
う
に
な
る
。
表

1

に
よ
る
と
、
少
子
、
帳
内
、
政
人
宛
の
も
の
に
は
確
か
に
「
受
」
某
と
し
て
少

子
が
登
場
す
る
場
合
が
多
く
、

別
稿
で
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
家
政
機
関
の

中
枢
部
の
運
営
に
少
子
ク
ラ
ス
の
人
々
（
帳
内

・
資
人
）
が
深
く
参
画
し
て
い

る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
少
子
は
各
部
署
の
実
務
を
担
う
役
割
も
果
し
、
少

示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

部
署
名
…
「
受
」
某

（
御
所
関
係
）

御
所
…
文
牛
甘
、
物
部
立
人
、
県
口
、
牛
甘

(
2
)
、
金
、
黒
万
呂
、
白
手
、
女
奴
勝

万
呂
、
楓
女
、
越
女
、
狛
刀
自
女
、
奈
良
女

御
所
人
…
石
末
呂
、
勇
万
呂
、
兄
上
、
黒
末
呂
、
小
国
女
、
止
々
女

大
行
米
…
即

大
御
飯
米
…
越
女

(
2
)

大
許
進
米
…
嶋
女

王
等
御
粥
米
：
・
小
樽
女

（
西
宮
）

内
御
所
…
多
々
女

内
親
王
御
許
…
畠
田
子
首
、
箆
入
女

内
親
王
御
所
…
小
長
谷
吉
備
、
木
古
、
高
志
女

・
越
女
、
嶋
女

内
…
木
真
人
、
久
努
朝
臣
、
君
万
呂
、
刀
自
女
、
口
家

自
内
飯
…
若
女

吉
備
王
子
…
山
村
古

安
倍
大
刀
自
御
所
・
・
・神
田
古

石
川
夫
人
所
…
池
女
、
乙
女
、
酒
女
、
年
女
、
口
刀
自
、
口
女

馬
甘
若
翁
…
小
国
女
、
口
虫

忍
海
若
翁
…
廣
万
呂
、
家
虫

小
治
田
若
翁
…
桜
井
佐
為
万
呂

膳
若
翁
…
国
末
呂

太
若
翁
…
秦
益
人
、
口
足

円
方
若
翁
…
志
祁
多
、
美
都
久

口
翁
大
許
…
砦
女

若
翁
博
士
…
人
足

若
翁
帳
内
…
大
伴
廣
万
呂
（
＊
）

表
1

宛
先
部
署
と
「
受
」
某
と
の
関
係
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長屋王家木簡三題

若
翁
少
子
…
小
自
、
望
万
呂

若
翁
犬
…
小
自

(
2
)

若
翁
大
御
弓
…
越
万
呂

若
翁
御
弓
直
米
：
．
口
足

西
宮
少
子
…
即

(
2
)
、
老
良
、
古
末
呂
、
万
呂

(
2
)
、
望
万
呂

(
*
4
)
、
口

[
L
J

万
呂

西
宮
人
…
越
仕
丁

（
個
人
宛
）

粟
田
王
子
…
古
波
佐
目
、
小
樽
女
、
日
出
女

石
川
王
：
日
下
部
古

坂
合
部
王
帳
内
…
子
末
呂

竹
野
王
子
御
所
…
私
部
老
、
大
津
（
2
）
、
老
、
古
万
呂
〔
山
寺
遣
雇
人
〕
、
余
女
、
尾

張
女
、
古
奈
良
女
、
真
木
女
、
益
女

田
持
王
…
小
□

女

矢
釣
王
…
宿
奈
・
宿
奈
女
、
当
女
、
益
女

山
方
王
子
…
粟
田
刀
自
女
、
阿
古
女
、
余
女

(
2
)

高
市
乳
母
…
祢
女
、
廣
女

春
日
宮
…
大
嶋

□

宮
雇
人
…
古
万
呂

石
辺
田
君
…
即

伊
豆
国
造
…
砦
万
呂

大
春
日
朝
臣
…
古
万
呂

大
伴
宿
祢
…
大
床

隠
伎
宰
…
古
万
呂

置
始
佐
官
…
麻
呂

春
日
旦
臣
…
宿
奈
女

上
野
君
菟
万
呂
…
即

川
瀬
万
呂
…
大
嶋
、
古
万
呂

(
2
)

氷
大
麻
呂
…
古
万
呂

丹
比
部
廣
麻
呂
…
蓑
万
呂

田
辺
史
…
即

二
田
口
…
大
鹿
女

布
勢
大
夫
…
古
末
呂

山
口
造
麻
呂
…
即

書
吏
人
…
赤
人

小
依
女
…
大
嶋

古
万
呂
…
古
万
呂

(
*
4
)

手
古
…
即

真
山
：
即
自

LJ女
…
奄
知
女

口
太
女
…
牟
志
末
呂

（
中
枢
機
関
）

帳
内
司
…
古
末
呂

(
2
)
、
古
万
呂

帳
内
…
古
万
呂

(
2
)
、
嶋
廣
、
真
山

侍
少
子
…
石
見
（
＊
）

少
子
…
尾
張
物
万
gi
、
牛
甘
、
兄
上
（
＊
）
、
癒
，
べ
創
）
’
_
野

(
3
)
、
釦
、
里
箱
釦
d‘

縛

麻
呂
、
直

侍
従
…
衣
末
呂
、
葛
末
呂
、
奈
波
口
、
奈
扶
末
呂

政
人
…
毛
人
、
忍
人
、
古
万
呂

(11)
、
子
万
呂
、
龍
末
呂
、
友
背
、
万
呂
、
麻
呂
、

三
狩
、
口
万
呂

(
2
)

（
衣
食
住
関
係
）

膳
司
荷
物
…
比
奈
万
呂

主
水
仕
丁
晰
：
．
已

水
取
司
…
石
万
呂

司
掃
守
・
雇
人
…
黒
口
、
万
呂
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（
修
造
関
係
）

御
垣
塞
噺
…
乎
子

縫
殿
…
古
奈
万
呂
、
加
毛
女
、
少
嶋
女

染
司
…
多
々
女

牛
乳
持
参
人
…
丙
万
呂

牛
乳
煎
人
…
稲
万
呂

大
御
洗
藁
…
縄
女

炭
焼
処
打
蒔
分
米
…
壬
生
安
万
呂

（
生
産
関
係
）

工
司
…
物
部
牛
麻
呂
、
道
嶋

鋳
物
所
…
龍
麻
的
、
祢
万
呂
、
口
万
呂

鍍
盤
所
…
龍
万
呂

銅
造
手
人

・
雇
噺
…
小
逆

鍛
冶
…
田
公

須
保
弓
一

・
沓
縫
・
革
油
高
家
…
綾
万
呂
、
阿
□

万
呂
、
古
万
呂

(
4
)

沓
敷
薬
刺
帳
内
…
万
呂

輛
露
師
…
超
□

万
呂
、
古
万
呂
、
龍
万
呂

金
漆
人
…
阿
治
末
呂

椅
子
作
…
古
万
呂

司
皮
作
…
古
万
呂

矢
作

・
大
刀
造
…
別
口

木
履
作
人
・
・・
君
口

要
帯
師
…
卜
部
万
呂
、
小
治
田
御
立

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
 

奈
閉
作
…
小
治
田
御
立
、
曽
女

土
師
女

・
雇
人
…
曽
女

(
2
)
、
口
逆

兌
造
女

・
雇
人
…
曽
女

（
写
経

・
絵
画
関
係
）

経
師
…
□

万
呂

秩
師
：
宇
万
呂
、
開
麻
呂
、
酒
万
呂
、
少
比
須
良
女
、
麻
須
良
女
、
婢
□

古
女

書
法
所
…
□

末
呂

書
法
模
人
…
当
真
麻
呂
、
阿
手
良
、
当
良

文
校
帳
内
…
大
徳

・
大
床

画
師
…
尾
張
福
賀
、
石
嶋
、
得
末
呂
、
大
徳

障
子
作
人
…
福
末
呂

（
宗
教
関
係
）

仏
造
帳
内

・
晰
…
梗
麻
呂

明
縁
沙
弥
…
六
人
部
古
万
呂

僧
…
知
努
建
万
呂
（
城
2
8
|
6
頁
…
帳
内
珍
濃
多
祁
万
呂
）

尼
…
物
部
古
万
呂
、
麻
蘇
女
、
廣
女

乞
者
…
牛
甘

大
窪
神
…
廣
女

打
散
米
…
嶋
女

（
医
薬
関
係

・
学
問
）

医
…
田
倍
万
呂
、
古
万
呂
、
安
万
呂

女
医
…
緯
女

博
士
…
創
口

（
動
物
の
管
理
）

馬
司
…
板
部
黒
万
呂
、
赤
人
、
伊
口
、
大
嶋
、
勝
麻
呂
、
二
田

馬
作
医
：
高
椅

御
馬
屋
犬
…
乙
末
呂

犬
司
少
子
…
益
人

犬
・
・
・
赤
人
、
乙
万
呂
、
癒
男
，
’m21),
... 9
加
佐
乎
、
虎
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御
犬
…
請
太

子
生
犬
…
長
麻
呂

鶴
司
少
子
…
得
万
呂

鶴
…
子
羊
、
口
万
呂

（雑）

散
位
寮
：
嶋
万
呂

仕
丁
…
即

(
2
)
、
牛
麻
呂

斯

：
自
・
即
、
木
末
呂

薪
運
晰
：
・
酒
主

車
借
人
…
小
牒

都
祁
遣
雇
人

・
帳
内
…
智
善

下
総
役
人
…
倭
文
龍

宇
太
借
子
…
即

草
運
人
・・・鯨

米
運
雇
人
…
馬
手

桔
取
遣
雇
人
…
即

薗
作
雇
人
…
石
足

薪
取
使
雇
人
…
手
子

津
縄
持
…
自

俵
持
雇
人
…
即

屏
風
持
扉
人
…
即

輔
轄
木
切
使
雇
人
…
□

万
呂

口
司
雇
人
・
帳
内
…
龍
万
gi

薪
直
：
・即

狛
人
…
田
人

新
羅
人
…
持
万
呂
、
田
口

辛
女
…
影
女
、
口
女

隠
伎
奴
婢
…
廣
国

大
宮
殿
守
奴
…
妹
万
呂

婢
…――
―狩

梱
粉
米
…
小
嶋
女

麦
粉
米
…
橘
女
、
上
々
女
、
宿
奈
女
、
口
刀
自
、
口
□

自

小
麦
粉
米
…
酒
虫
女
、
酒
□

女

生
粉
米
…
小
首

粉
米
…
酒
津
女

白
米
…
文
忌
寸

粥
米
…
木
口
口

襖
分
粥
米
…
古
万
呂

衣
粥
米
…
□

奈
口

幸
行
用
米
…
三
狩

人
給
飯
…
大
公

（
矢
口
司
）

桑
乳
母
・
中
臣
乳
母
…
小
佐
万
呂

多
々
女
…
自

口
□

女
・
・
・
自

※
＊
は
そ
の
部
署
の

一
員
、
数
字
は
複
数
あ
る
場
合
の
件
数
。
傍
線
は
少
子
ク
ラ
ス
の

者
、
点
線
は
そ
の
可
能
性
の
あ
る
者
を
示
す
。
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受
皿

0

西
宮
少
子
二
口
米
二
升
十
一
月
廿
H
廣
嶋

の
「
即
」
は
、
こ
の
米
を
宛
先
の
西
宮
少
子
自
ら
が
即
刻
（
あ
る
い
は
直
接
に
）

受
納
し
た
こ
と
を

示
す
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

「自」

・
「
己
」
は
個
人
宛
や
雇
人
へ
の
給
付
に
多
く
見
ら
れ
、

「
受
」
某
の
所
属
が
一
致
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

但
し
、
古
万
呂
の
よ
う
に
、
様
々
な
宛
先
の
受
納
に
関
わ
っ
て
い
る
例
、
ま

た
少
子
ク
ラ
ス
の
人
物
が
必
ず
し
も
所
属
部
署
と
は
考
え
ら
れ
な
い
宛
先
の
受

納
に
登
場
す
る
場
合
も
あ
り
、
こ
れ
ら
は
中
枢
部
の
実
務
に
与
る
少
子
が
、
便

宜
上
、
宛
先
の
受
納
者
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
実
際
に

彼
ら
が
宛
先
部
署
ま
で
物
品
を
届
け
た
と
い
う
想
定
も
で
き
る
と
思
う
。
別
稿

で
述
べ
た
よ
う
に
、
中
枢
部
の
実
務
運
営
に
は
仕
事
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
が
存

し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
中
枢
部
の
執
務
に
関
わ
る
人
々
の
中
に
は
、
同
一
月
で

「
受
」
某
と
し
て
記
さ
れ
る
場
合
と
日
下
に
署
名
す
る
出
納
責
任
者
の
役
割
を

果
し
て
い
る
場
合
が
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
所
以
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
受
」
某
の
某
が
宛
先
部
署
の
人
間
で
あ
り
、
所
属
部
署

宛
の
物
品
を
受
納
し
て
い
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
と
す
る
と
、
表
1
の
中
で
某

が
女
性
で
あ
る
例
も
散
見
す
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
長
屋
王
家
木
簡
中
の
女

a
 

宛
の
木
簡
に
見
え
る
、

や
は
り
宛
先
と

「即」

・
「
即
自
」

(
2
 

2
0
3
)

・
2
1

・
4
 

0
5
1
 (fl 21ーー

16)

子
や
帳
内
は
各
部
署
に
配
置
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
例
え
ば
犬
司
の
益
人

・
乙
万

呂
な
ど
も
「
受
」
某
が
宛
先
部
署
の
人
間
と
し
て
、
所
属
部
署
に
支
給
さ
れ
た

物
品
を
受
納
し
て
い
る
例
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
他
、
西
宮
少
子

見
な
さ
れ
る
。
多
々
女
は
こ
の
他
に

(
3
)
 

性
労
働
者
に
つ
い
て
は
西
野
悠
紀
子
氏
の
研
究
が
あ
り
、
労
働
の
具
体
例
（
田

庄
で
の
労
務
、
左
京
三
条
二
坊
の
邸
宅
〔
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
存
し
た
邸
宅
〕
で
の
女

医
・

乳
母

・

女
竪
、
手
工
業
労
働
、
大
炊
司
女
、
尼
な
ど
の
役
割
）

、

出
~
と
身
分

（婢
、
畿
内
と
そ
の
周
辺
の
中
小
豪
族
、
品
部
、

雇
用
労
働
者
な
ど
）
な
ど
が
検
討
さ

れ
て
い
る
。
但
し
、
女
性
労
働
者
の
所
属
に
関
し
て
は
、

さ
れ
て
い
る
が
、
都
夫
良
女

・
曽
女
な
ど
は
田
庄
と
左
京
三
条
二
坊
の
邸
宅
の

両
方
で
勤
務
し
て
い
る
例
が
あ
り
、
労
働
の
場
を
移
動
し
て
い
た
こ
と
、
所
属

関
係
と
は
別
に
長
屋
王
家
全
体
の
労
働
の
必
要
に
応
じ
て
、
家
政
機
関
に
よ
る

別
稿
に
お
い
て
、
私
は
、
邸
内
の
西
宮
と
呼
ば
れ
る
一
画
に
居
住
し
た
吉
備

内
親
王
は
、
い
わ
ば
長
屋
王
の
後
宮
の
統
括
者
で
あ
り
、

〔
吉
ヵ
〕

b
.
0
以
大
命
符

□

備
内
親
王
縫
幡
様
進
上

巳
時

.
 0

使
文
老
末
呂

二
月
廿
二
日

2
0
0

・
2
6

・
3

0
1
1
 (城

2
1
|
5
）

稲
栗

か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
縫
幡
の
作
製
、
「
唐
大
和
上
東
征
伝
」
に
見
え
る
長

屋
王
が
中
国
の
僧
侶
に
送
っ
た
と
い
う
千
枚
の
袈
裟
の
縫
製
、
ま
た
縫
殿
や
そ

こ
に
勤
務
す
る
縫
殿
女
に
対
す
る
指
揮
を
行
な
う
な
ど
、
後
宮
の
任
務
遂
行
に

尽
力
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
表
1
の
う
ち
、
多
々
女
は
吉
備
内
親
王

に
所
属
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
と
と
も
に
、
染
女
宛
の
米
を
受
納
し
て
お

り
（
城
2
1
|
2
3
)
、
染
司
も
吉
備
内
親
王
の
統
括
下
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

移
動
や
配
分
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
留
ま
る
。 一

部
に
は
推
定
が
記
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る
事
例
は
、
そ
れ
ら
の
人
々
へ
の
支
給
の
際
の
仮
の
受
納
で
あ
っ
た
と
見
な
さ

C

・
矢
口
司
移
多
と
女
一
升
五
升
受
自
。

・
九
月
下
番
分
伊
香
三
狩

と
、
矢
口
司
に
も
配
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
労
働
の
場
の
移
動
に
つ

い
て
は
西
野
氏
の
御
指
摘
の
通
り
で
あ
る
が
、
吉
備
内
親
王
の
お
気
に
入
り
の

婢
筈
入
女
の
例
（
城
21
|
5
)

に
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
移
動
に
は
や
は

以
上
の
よ
う
な
視
点
で
女
性
労
働
者
と
所
属
先
の
関
係
を
整
理
す
る
と
、
安

倍
大
刀
自
は
材
料
が
殆
ど
な
く
不
明
で
あ
る
が
、
吉
備
内
親
王
と
石
川
夫
人
に

つ
い
て
は
重
複
す
る
例
が
な
い
の
で
、
長
屋
王
の
後
宮
を
形
成
す
る
こ
の
三
人

は
各
々
に
専
属
の
女
性
（
多
く
は
婢
）
が
つ
い
て
い
た
こ
と
、
吉
備
内
親
王
付

き
と
推
定
さ
れ
る
人
々
は
、
例
え
ば
越
女

・
嶋
女
が
御
所
宛
の
米
飯
の
受
納
に

与
っ
て
い
る
よ
う
に
、
吉
備
内
親
王
の
指
示
で
長
屋
王
の
御
所
の
世
話
を
す
る

た
め
に
派
遣
さ
れ
る
な
ど
、
他
の
部
署
・
宛
先
の
仕
事
に
従
事
す
る
場
合
も
あ

(
4
)
 

っ
た
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
余
女

・
益
女

・
宿
奈
女
の
よ
う
に
、
邸
外

居
住
者
や
来
訪
者
と
考
え
ら
れ
る
複
数
の
宛
先
へ
の
米
飯
の
「
受
」
に
登
場
す

れ
、
そ
こ
に
は
彼
女
達
の
本
来
の
所
属
先
で
あ
る
後
宮
の
統
括
者
た
る
吉
備
内

親
王
の
意
志
、
即
ち
竹
野
女
王

・
山
形
女
王
な
ど
長
屋
王
と
親
族
関
係
を
有
す

る
人
々
や
そ
の
他
長
屋
王
と
関
係
の
あ
る
諸
王
に
対
す
る
物
品
支
給
の
取
次
ぎ(5
)
 

を
行
う
と
い
う
役
割
が
存
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

な
お
、
麦
粉
米

・
粉
米
な
ど
の
「
受
」
に
多
く
女
性
が
登
場
し
て
い
る
の
は
、

り
本
来
の
所
属
先
の
主
人
の
意
向
が
作
用
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

゜

1
5
7

・
2
2
・
2
 

Oll (:Ill'. 
2
7
1
8
 

の

一
助
に
な
れ
ば
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

の
関
連
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
が
ノ
リ
状
の
物
質
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
洗
濯
用
の
ノ
リ
あ
る
い

は
文
房
具
と
し
て
の
ノ
リ
で
あ
る
と
も
見
な
さ
れ
、
女
性
の
労
働
内
容
と
関
わ

る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
い
。
ま
た
秩
師
な
ど
写
経

関
係
の
部
署
に
も
女
性
が
配
備
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
う
し
た
事
柄
と

以
上
、
本
章
で
は
「
受
」
某
の
某
が
女
性
で
あ
る
場
合
か
ら
、
別
稿
で
触
れ

た
後
宮
統
括
者
と
し
て
の
吉
備
内
親
王
の
役
割
、
そ
の
統
括
の
様
子
に
若
干
の

付
加
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
所
見
を
述
べ
て
み
た
。
少
子
の
各
部

署
で
の
活
動
を
始
め
と
し
て
、
各
人
の
長
屋
王
家
に
お
け
る
仕
事
ぶ
り
の
解
明

二
、
帳
簿
作
成
の
技
法

次
に
伝
票
木
簡
に
は
宛
先
、
「
受
」
、
出
納
責
任
者
な
ど
様
々
な
デ
ー
タ
ー
が

丁
寧
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
上
端
ま
た
は
下
端
、
あ
る
い
は
上
下
両
方
に
孔
が

穿
れ
て
い
る
点
と
合
せ
て
、
こ
れ
ら
は
一
定
期
間
の
収
支
決
算
の
た
め
の
帳
簿

作
成
な
ど
、
よ
り
複
雑
な
書
類
作
成
の
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
で
は
、
長
屋
王
家
で
は
ど
の
よ
う
な
帳
簿
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
そ
の
た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
仕
事
が
存
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
本
章
で
は
い
わ
ば
こ
の
帳
簿
作
成
の
技
法
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
た
い
。

d
は
木
目
方
向
に
長
い
材
を
横
向
き
に
し
て
木
目
に
直
角
の
方
向
に
文
字
を
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n
o
 

っヽふ“ e
.
0
進
大
御
飯
米
―
―
―
斗
把
女

「
甥
万
呂」
閏
月
十
三
日
忍
海
安
麻
呂

種
の
木
簡
は
平
城
宮
木
簡
な
ど
に
も
散
見
し
て
お
り
、
帳
薄
風
の
内
容
の
も
の

以
下
の
長
屋
王
家
木
簡
の
よ
う
に
、
他
の
木
簡
と
の
関
係
や
帳
簿
の
内
容
を
解
明
で
き

る
も
の
は
な
い
の
で
、
検
討
は
省
略
す
る
）
。
で
は
、

が
多
い
と
言
わ
れ
る
（
『
平
城
宮
木
簡
』

d
に
つ
い
て
は
如
何
で
あ
ろ

(
6
)
 

d
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
見
解
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
渡
辺
晃
宏
氏
は
、

い
一
回
あ
た
り
の
数
量
が
二
斗
、
三
斗
な
ど
と
単
位
が
大
き
く
、
通
常
の
伝
票

木
簡
の
十
倍
以
上
に
相
当
す
る
の
で
、
日
々
の
米
飯
支
給
に
関
わ
る
伝
票
木
簡

（
解
説
）
ニ
―
一
六
号
木
簡
な
ど
。
但
し

記
す
も
の
で
、
横
材
木
簡
と
で
も
称
す
べ
き
筆
記
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の

゜ +1Jm)L--□ 
溢□糾
ナ亡コ

十兵m)L--I苺

学要IIi-ロ
ii~ 

d . 
+II論 m>ヰ

糾 llm合ヰ_,

判 II悔ill)卜仁:_,

口午111悔m出ヰ―}

ロ+111悔m固ヰ_,
泊噂I]iJ吋濫

+111悔millヰー

2
8
7
・
3
2
・
4
 

0
1
1
(
$
(
2
7
1
6
 

印柔

ロ対零+匡

歪）嘩11:rnヰ一

印柔葎口

と
は
性
格
が
異
な
る
も
の
と
推
定
さ
れ
、
ま
た
殆
ど
毎
日
の
よ
う
に
進
上
し
て

い
る
の
で
、
半
月
分
な
い
し
一
ヶ
月
分
を
ま
と
め
て
支
給
し
た
も
の
と
も
考
え

ら
れ
な
い
が
、

e
の
よ
う
に
、
支
給
量
の
多
い
伝
票
木
簡
も
存
す
る
か
ら
、

d

に
見
え
る
支
出
も
決
し
て
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、
他
の
伝
票
木
簡
と
同
じ
性

格
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
こ
と
、
回

d
に
見
え
る
黒
万
呂
、
忍
海
安
麻
呂
、
万

呂、

綱
万
呂
、
石
角
、
書
吏
ら
は
い
ず
れ
も
伝
票
木
簡
に
出
納
責
任
者
と
し
て

登
場
す
る
人
物
で
あ
る
（
忍
海
安
麻
呂
は

e
が
根
拠
）
こ
と
、
い

e
な
ど
斗
単
位

の
大
量
の
米
飯
支
給
を
受
け
た
（
城

211認
・

14
、
2
3
|
8
、
2
5
_
7
1
9
、
2
7
|

6
)

の
は
、
「
大
御
飯
米
」
、
「
内
」
の
語
か
ら
、
長
屋
王
お
よ
び
吉
備
内
親
王

（
含
彼
ら
に
仕
え
る
人
々
へ
の
支
給
の
可
能
性
）
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
、
な

ど
に
よ
っ
て
、

d
は

e
な
ど
と
日
付
は
重
な
ら
な
い
が
、
伝
票
木
簡
の
う
ち
、

長
屋
王
と
吉
備
内
親
王
を
被
支
給
者
と
す
る
も
の
を
日
毎
に
整
理
し
た
も
の
で
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あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
な
お
、
口
d
に
は
合
点
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ

自
体
が
ま
た
何
か
別
の
帳
簿
作
成
の
資
料
と
な
っ
て
お
り
、
複
数
の
被
支
給
者

（
宛
先
）
が
一
枚
の
伝
票
木
簡
に
記
さ
れ
る
例
の
存
在
と
合
せ
て
、
帳
簿
整
理

の
順
序
と
し
て
は
、
紐
で
束
ね
た
一
定
期
間
分
の
伝
票
木
簡
を
も
と
に
、
正
倉

院
文
書
の
写
経
所
関
係
帳
簿
で
い
え
ば
、
食
口
帳
の
よ
う
な
帳
薄
が
次
に
作
成

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
し
、
伝
票
木
簡
↓
個
人
別
の
支
給
帳
簿
（
横
材

木
簡
）
、
伝
票
木
簡
↓
日
毎
の
支
給
帳
簿
（
食
口
帳
）
と
い
う
二
つ
の
帳
簿
作
成

し
か
し
、
そ
の
後

e
の
タ
イ
プ
の
木
簡
は
類
例
が
増
加
し
、
こ
れ
を
伝
票
木

簡
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
理
解
に
達
し
て
い
る
。
奈
良
国
立
文
化

財
研
究
所
『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
上
木
簡
概
報
』
二
五
以
降
で
は
、
こ
の
種
の

木
簡
は
木
上
司
か
ら
の
進
上
状
の
中
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、
邸
内
で
の
米
飯
支

給
の
伝
票
木
簡
に
記
さ
れ
た
数
量
が
通
常
一
人
半
升
！
―
-
升
程
度
で
あ
る
の
に

比
し
て
、
極
め
て
大
量
で
あ
る
こ
と
、
量
が
一
二
斗
と
常
に
一
定
し
て
い
る
こ
と
、

伝
票
木
簡
に
は
米
の
受
納
者
の
上
に
は
「
受
」
の
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
の
に
、

そ
れ
が
見
え
な
い
こ
と
、
木
上
か
ら
の
進
上
状
に
は
持
参
人
の
名
を
記
し
た
も

の
が
あ
り
、

木
簡
で
所
在
の
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
全
て
木
上
司
の
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど

(
7
)
 

が
論
拠
と
な
ろ
う
。

そ
こ
で
、

e
の
把
女
も
持
参
人
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
忍
海
安
麻
呂
署
名
の

e
を
木
上
司
か
ら
の
進
上
状
と
見
る
立
場
か
ら
、

d
に
つ
い
て
、

福
原
栄
太
郎
氏
は
、
固
表
面
は
月
・
日
、
「
進
」
＋
量
目
、
人
名
、
裏
面
は
日

の
流
れ
が
想
定
で
き
る
と
い
う
。

子、

「下
」
＋
量
目
で
、
人
名
が
な
い
と
い
う
表
裏
の
記
載
形
式
の
基
本
形
の

微
妙
な
書
き
方
の
相
違
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
い
表
面
に
関
し
て
は
、

ほ
ぼ
連
日
米
が
進
上
さ
れ
て
お
り
、
量
目
は
三
斗
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
人
名

に
は
木
上
司
に
勤
務
し
た
者
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
「
毎
日
長
屋
王
邸
宅
へ
進

や
運
搬
人
、
あ
る
い
は
受
領
者
の
名
前
と
と
も
に
記
し
た
受
け
取
り
の
帳
簿
」

で
あ
り
、
り
三
斗
と
い
う
量
に
つ
い
て
は
、
伝
票
木
簡
に
多
く
見
え
る
支
給
量

の
う
ち
、
一
人
一
日
二
升
な
ら
一
五
人
分
、

一
升
な
ら
一
―

1
0
人
分
と
な
り
、
邸

内
居
住
の
王
族
は
二

0
名
前
後
と
推
計
さ
れ
る
の
で
、
毎
日
三
斗
は
長
屋
王
一

家
が
毎
日
消
費
す
る
米
の
総
量
に
近
似
す
る
数
値
で
あ
っ
て
、
木
上
司
か
ら

「
大
御
飯
米
」
を
毎
日
進
上
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
木
上
司
の
特
別
な
位
置

づ
け
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
因
裏
面
は
連
日
の
記
録
と
は
言
え
ず
、

量
目
も
統
一

性
が
な
く
、
「下」

・
「飯

□

米
」
と
い
う
文
字
が
見
え
る
の
で
、

時
に
応
じ
て
支
出
さ
れ
た
大
御
飯
米
な
ど
の
記
録
か
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
、
な

ど
を
述
べ
ら
れ
て
い
竺

d
に
つ
い
て
は
、
綱
万
呂
・
石
角
・
書
吏
や

e
の
別
筆
の
甥
万
呂
な
ど
が
邸

内
の
受
領
責
任
者
で
あ
る
点
も
含
め
て
、
こ
の
福
原
氏
の
見
解
を
支
持
し
た
い

と
思
う
。
邸
外
の
部
署
か
ら
の
進
上
状
に
も
穿
孔
が
あ
り
、
束
ね
て
整
理
し
て

い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
点
も
、
集
計
様
帳
簿
の
存
在
と
の
関
係
を
推
測
さ
せ
る
。

と
す
る
と
、
新
た
に
進
上
状
を
集
計
す
る
帳
簿
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
類
例
は
他
に
も
見
出
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

上
さ
れ
て
く
る
木
上
な
ど
か
ら
の
大
御
食
米
な
ど
米
の
量
目
を
、
進
上
責
任
者
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〔
斗
入
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h

．□
日
出
周
防
塩
一
籠
―
二
□

□

宍
人
口

・
ロ
人
帽
丸
廿
三

8nu

別
稿
で
整
理
し
た
よ
う
に
、
長
屋
王
家
木
簡
中
の
荷
札
木
簡
に
は
近
江

・
越

口

Y 
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右
五
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石
ヵ
〕

nLJ酉
刀
膳

n
L
J功
酉

Y
止

f

＼
上
入
里
十
八
石

•

坂
田
郡
春
米
＼
下
入
里
n
u

¥
n
L
J里
一

＿

五

合

1
5
3
)

・
(
1
6
)
・
4

081(~25117 

(
4
6
)
・
2
5
4
・
6
 081(~27114) 

4
2
6
・
4
5
・
5
 

Oll('.l!f 2
5
1
7
)
 

口
口
里
四
石
五
斗

n且
五
斗
二
升
五
合

口
口
里
二
石
六
斗
五
升

ま
ず
畿
内
近
郊
の
田
庄
や
畿
外
か
ら
の
荷
札
木
簡
な
ど
の
形
で
邸
外
か
ら
物

集
計
等
の
機
能
を
果
す
帳
簿
と
そ
の
種
類
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
た
渡
辺
氏
が
想
定
し
た
伝
票
木
簡
の
個
人
別
や

H
毎
支
給
別
の
帳
簿
は
存
在

し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
帳
簿
作
成
の
技
法
に
関
連
し
て
、
こ
う
し
た

資
が
搬
入
さ
れ
る
場
合
の
集
計
様
の
帳
簿
に
関
し
て
は
、
次
の
木
簡
が
候
補
に

な
ろ
う
。

る。 し
て
は
、

―
つ
の
発
掘
区
か
ら
同
一
国
の
木
簡
や
同
種
類
の
品
目
の
も
の
が
ま

前

・
周
防
・
讃
岐
の
も
の
が
多
く
、
こ
れ
ら
を
始
め
と
し
て
、
荷
札
木
簡
は
長

屋
王
家
の
封
戸
か
ら
の
進
上
物
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
近
江
国
で
は

f
.
g
に
登
場
す
る
犬
上
郡

・
坂
（
尺
）
田
郡
の
荷
札
木
簡
も
多
く
見
ら
れ
、

g
は
横
材
木
簡
と
は
い
え
、
習
書
風
の
内
容
で
、
両
郡
か
ら
の
進
上
物
の
集
計

を
暗
示
す
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
内
容
不
明
な
の
で
措
く
と
し
て
、

f
に
つ

い
て
は
坂
田
郡
の
各
里
か
ら
進
上
さ
れ
た
春
米
を
集
計
し
た
木
簡
と
理
解
で
き

よ
う
。
近
江
国
の
米
進
上
の
荷
札
木
簡
は
概
ね
長
さ
が
一
五

0mm
前
後
で
あ
る

の
に
比
し
て
、

f
は
長
大
で
あ
り
、
ま
た
型
式
が
荷
札
木
簡
と
は
異
な
る
の
も
、

f
を
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
所
以
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
平
城
宮
木
簡
に
関

と
ま
っ
て
出
土
す
る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
分
類
ー
品
目
別
整
理
、
小
分
類

ー
貢
進
順
に
国
別
に
整
理
に
よ
る
貢
進
物
の
収
納

・
保
管
が
行
わ
れ
た
の
で
は

(
9
)
 

な
い
か
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
長
屋
王
家
木
簡
の
場
合
で
も
、

h
の

よ
う
に
、
「
周
防
塩
」

1
1
周
防
国
か
ら
貢
進
さ
れ
た
調
塩
（
調
塩
は
一＿一斗で
、
h

に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
‘

-――斗で

一
籠
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
）
を
支
給
し
た

例
の
あ
る
こ
と
は
、
同
様
の
収
納

・
保
管
形
態
が
と
ら
れ
た
こ
と
を
推
定
さ
せ

る
。
と
す
る
と
、
荷
札
木
簡
に
つ
い
て
も
、
貢
進
国
郡
別
や
品
目
別
の
集
計
が

必
要
で
あ
っ
て
、

d
に
よ
っ
て
窺
わ
れ
る
邸
外
か
ら
の
進
上
物
の
集
計
の
機
能

を
果
す
帳
簿
作
成
の
類
例
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

次
に

h
は
塩
の
日
毎
の
支
出
を
記
し
た
も
の
と
も
理
解
で
き
る
。
そ
こ
で
、
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の
よ
う
な
事
例
に
済
目
し
て
み
た
い
。

ロ

訂

＋
二
日
高
市
大
乳
母

□

塩
四
升
忌
部
□

口

受
廣
女
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豆
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升
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個
人
（
宛
先
）
別
や
日
毎
支
給
別
の
帳
簿
の
存
在
の
考
察
対
象
と
し
て
、
以
下

2 

ロ
口

酒[]{]}

巴
I I悔

□ I*□ I I>-
〔ゞ半〕

ロロ
〔辻源〕

ロ

m
|
1

口
l

DJ

悔
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沖

□
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は
如
何
で
あ
ろ
う
か
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遺
□

四
文
口

ロn
 

LJ晰
四
人
四
文

ま
ず
塩
に
関
し
て
は
、

i
!
K
の
よ
う
に
日
毎
の
支
出
を
記
し
た
木
簡
が
存

在
す
る
。
同
様
に
銭
の
支
出
に
つ
い
て
も
、
ー
の
如
き
日
毎
の
支
出
を
記
録
し

た
も
の
が
存
し
て
お
り
、
塩

・
銭
な
ど
は
支
出
先
が
米
飯
支
給
の
場
合
程
複
雑

で
は
な
か
っ
た
の
で
、
通
常
の
型
式
の
一
枚
の
木
簡
に
日
毎
の
支
出
を
書
き
継

ぐ
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
米
飯
支
給
の
伝
票
木
簡
の
場
合

五
月
六
日
□

□

]
六
人
口

LJ

w 
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□
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津

守

石

角
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LJ

ロ
ロ
ロ

l
•
四
月
十
二
H

二
口
五
右
海
藻
運
仕
丁
晰
五
人
功
五
文
鱈
い
吏

+――一日
□

口
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畢

叫H

涵

I Iヰ

8 

□ +>-叫賑
し二二

亡コ

7 

ロロ
ロェロ
〔辻柔〕

ロロロロ
>-汁三合i

_....J 

ノ

09d9口
記
三
｝
＿
一
2

囲

吋

辻

□

国
L

5 

□口
ロIll

峠

* 
口
〔辻涼〕

泄口
〔辻噂〕

油出

午

任
者
名
が
記
さ
れ
る
と
い
う
記
載
形
式
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

m
|
1
し
11
は
『
平
城
宮
発
掘
調
壺
出
土
木
簡
概
報
」
二
八
ー
一
二
九
頁
ー
四

二
頁
所
載
の
横
材
木
簡
の
削
屑
の
一
部
で
あ
る
（
型
式
番
号
は
い
ず
れ
も
0
九
一
。

出
典
は
1
ー
4
が
四
0
頁、

5
ー
8
が
四
一
頁
、

9
し
11
が
四
―
一
頁
）
。
そ
の
特
色
は

①
政
人
・
高
椅
朝
臣
・
馬
司
•
石
川
夫
人

・

造
司
・
エ
司
・
輔
盤
師

・

少
子
な

ど
、
伝
票
木
簡
に
宛
先
（
支
給
先
）
と
し
て
登
場
す
る
部
署
名

・
役
職
名

・
人

②
品
目
は
米
で
、
単
位
は
殆
ど
が
升
で
あ
っ
て
、

「
0
口
0
升
」
の
如
き
記
載

③
「
受
」
の
文
字
も
散
見
し
、
「
受
乙
末
（
呂
）
」
の
よ
う
に
、
伝
票
木
簡
の
受

④
石
角

・
大
嶋
な
ど
、
伝
票
木
簡
の
日
下
に
記
さ
れ
た
支
給

・
出
納
責
任
者
の

名
前
も
見
ら
れ
る
。
但
し
、
「

0
日
石
角
」
の
よ
う
に
、

⑤
日
付
が
見
え
る
例
は
少
な
い
が
、

日
付
の
下
に
出
納
責

日
付
が
記
さ
れ
、
そ
の
左
に
①
し
④
の
よ

納
者
の
記
載
型
式
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

も
見
え
て
お
り
、
伝
票
木
簡
の
記
載
方
式
と
同
様
の
も
の
が
存
す
る
。

名
な
ど
（
表
1
参
照
）
が
見
え
る
。

次
の
よ
う
に
整
理
で
き
よ
う
。

6
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長屋王家木簡三題

D
邸
外
の
各
部
署
や
荷
札
木
簡
に
よ
る
進
上
物
の
把
握
の
た
め
の
集
計
様
の

c宛
先
別
の
支
出
を
整
理
し
た
木
簡
…
横
材
木
簡
力

の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
但
し
、
平
城
宮
木
簡
の
範
囲
で
は
、
型
式
番
号
が

0

A
各
支
給
時
の
伝
票
木
簡

B
日
毎
の
支
出
を
整
理
し
た
木
簡
…
横
材
木
簡

は
そ
う
し
た
作
業
と
も
関
連
し
て
付
さ
れ
た
も
の
と
も
想
像
さ
れ
る
。

民
酒
人

桑
原
知
嶋

な
日
毎
支
給
の
様
子
を
ま
と
め
た
横
材
木
簡
が
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

⑥
合
点
が
付
け
ら
れ
た
も
の
も
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
が
何
ら
か
の
チ
ェ
ッ
ク
の
材

料
と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
の
後
不
要
に
な
っ
て
削
り
取
ら
れ
、
削
屑
と
し
て
廃

棄
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
削
屑
の
原
形
を
推
定
す
る
と
、
伝
漂
木
簡
に
よ

る
米
支
給
を
日
毎
に
整
理
し
た
横
材
木
簡
の
存
在
が
推
定
で
き
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
伝
票
木
簡
に
は
孔
が
穿
れ
、
お
そ
ら
く
一
ヶ
月
分
な
ど
が
束
ね
ら
れ

た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
各
々
の
伝
票
木
簡
を
集
計
す
れ
ば
、

る。 う
な
記
載
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
書
式
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
さ
れ

日
毎
の
支
出
量
の

計
算
は
容
易
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
但
し
、
そ
の
方
式
で
は
宛
先

・
支
給

量
・
受
納
者
・
出
納
責
任
者
を
一
覧
す
る
に
は
不
便
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う

る
。
こ
の
一
覧
表
の
中
か
ら
、
宛
先
部
署
を
抜
き
出
せ
ば
、
宛
先
別
の
一
ヶ
月

間
の
支
給
を
計
算
す
る
の
に
も
便
利
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
合
点
は
あ
る
い

以
上
を
要
す
る
に
、
長
屋
王
家
で
行
な
わ
れ
た
事
務
処
理
の
方
式
と
し
て
は
、

少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
書
類
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

E
邸
外
の
各
部
署
別
、
国
別
の
貢
進
物
の
進
上
を
集
計
し
た
木
簡
…
横
材
木

こ
れ
ら
複
数
の
帳
簿
に
よ
っ
て
長
屋
王
家
の
事
務
執
行
の
様
子
や
帳
簿
作
成
の

(10)

。

技
法
の
一
端
が
知
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

最
後
に
木
簡
の
転
用

・
再
利
用
の
あ
り
方
を
窺
わ
せ
る
事
例
と
し
て
、
荷
札

木
簡
の
形
状
を
有
す
る
文
書
木
簡
の
存
在
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
種
の

木
簡
に
関
し
て
は
、

既
に

『
平
城
宮
木
簡
」
ニ
ー
ニ
ニ
――
―
七
号

針
果
安

n
．
十
一
月
十
六
日
水
汲
田
部
咋
未
呂

（ママ
）

高
宮
五
百
嶋

長
口
足
嶋

〔
車
ヵ
〕

〔
奈
ヵ
〕

丈
部
口
足
未
呂

日
置
造
金
口

2
5
6
・
2
6
・
4
 
0
3
3
 

で
、
「
下
端
左
が
欠
損
す
る
が
文
書
木
簡
と
し
て
は
珍
し
い
型
式
で
あ
る
」
（
同

上
解
説
）
と
注
意
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
木
簡
に
つ
い
て
は
写
真
版
で
見

る
限
り
ま
ち
が
い
な
く
荷
札
木
簡
の
形
状
を
留
め
て
お
り
（
図
1
も
参
照
）
、
文

書
木
簡
の
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
荷
札
木
簡
の
形
状
を
有
す
る
も

三
．

0
五
な
ど
の
荷
札
木
簡
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
写
真
な
ど
で
見

三
、
木
簡
の
転
用
・
再
利
用
の
あ
り
方

簡
ま
た
は
通
常
の
形

木
簡
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長屋王家木簡三題

n
の
よ
う
な
明
白
な
事
例
は
見
出
し
難
い
。

る
と
、

二
次
的
加
工
や
腐
蝕
な
ど
に
よ
る
現
状
の
型
式
で
あ
る
場
合
が
多
く
、

し
か
し
、

n
の
如
き
事
例
は
、
本
来
は
短
冊
型
の
木
片
で
充
分
な
文
書
木
簡

に
、
荷
札
木
簡
で
は
必
要
な
切
り
込
み
や
尖
ら
せ
を
わ
ざ
わ
ざ
施
し
た
も
の
と

は
考
え
難
い
の
で
、
む
し
ろ
荷
札
木
簡
を
文
書
木
簡
に
転
用

・
再
利
用
し
た
と

推
定
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
都
城
に
は
全
国
各
地
か
ら
膨
大
な
量
の
貢

進
物
が
搬
入
さ
れ
、
各
々
に
荷
札
が
付
せ
ら
れ
て
お
り
、
平
城
宮
跡
か
ら
も
多

く
の
荷
札
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
搬
人
さ
れ
た
荷
札
木
簡
の
す

(11) 

べ
て
で
は
な
い
。
出
上
木
簡
の
中
に
は
焼
損
し
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
、
使
用

済
み
の
木
簡
を
火
種
に
用
い
た
り
、
焼
却
し
た
り
し
て
廃
棄
す
る
場
合
が
考
え

ら
れ
る
。
但
し
、
大
贔
の
削
屑
の
出
土
は
木
簡
の
再
利
用
を
窺
わ
せ
る
事
象
と

し
て
説
明
さ
れ
、
紙
と
は
異
な
る
木
簡
の
書
写
材
料
と
し
て
の
特
質
の
所
在
を

(
1
2
)
 

示
す
と
言
わ
れ
る
。
例
え
ば

0
一
五
型
式
の
考
課
木
簡
に
は
、
か
な
り
厚
手
の

も
の
が
書
写
と
削
除
を
く
り
返
し
、
使
用
に
耐
え
な
く
な
っ
て
廃
棄
さ
れ
る
例

が
あ
る
の
で
、
木
簡
の
再
利
用
も
存
し
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
と
す
る
と
、

大
羅
に
搬
入
さ
れ
る
荷
札
木
簡
を
文
書
木
簡
に
転
用

・
再
利
用
す
る
場
合
も
充

分
に
想
定
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
荷
札
木
簡
に
は
か
な
り
大
型
の
も
の
も
あ
り
、

切
り
込
み

・
尖
り
を
整
形
し
て
短
冊
型
の
木
簡
と
し
て
使
用
す
れ
ば
、
そ
の
痕

跡
は
残
ら
な
い
訳
で
あ
る
か
ら
、
荷
札
木
簡
の
形
状
を
有
す
る
文
書
木
簡
は
そ

う
し
た
作
業
の
「
手
抜
き
」
の
所
産
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
荷
札
木
簡

を
文
書
木
簡
に
転
用

・
再
利
用
す
る
事
例
を
推
測
す
る
上
で
は
、
大
き
な
手
が

「口駅
□

口」

〔
大
ヵ
]

武
良
郷
□

口
里

大
伴
部
国
立
三
耳
鮫
四
斤

s

•

隠
伎
国
役
道
郡 乍

佐
郷
大
井
里
阿
曇
部
意
比

（
マ
マ
）

r

•

隠
伎
国
部
郡
四
―
取
鮫
四
斤
天
平
七
年

右
件
米
粟
官
口

1
8
2
・
2
3
・
3
 

0
3
1
(
~
2
2

ー
ー

3
7
)

1
4
3
・
2
4
・
4
 031(~22136 

□

lJ 

(14 

1
5
4
・
1
6
・
4
 

0
3
1
(
$
'
2
9
1
1
8
)
 

q

桑

原

秦

大

屋

――
―
合
大

(
1
7
7
)

・
1
 00
・
3
 039(~29

1

12 

・
天
平
八
年
十
月
廿
九
日
又
大
豆
五
合
紀
僧
万
呂

〔
請
ヵ
〕

P

•

口
米
一
升
粟
四
升

2
2
6
・
2
2
・
5
 

0
3
2
(
f
f
 2
4
1

5

)

 

．
返
上
必
々

天
平
八
年
七
月
十
六
日
間
人
兄
万
呂
他
万
呂

0

・
謹
解
下
番
食
司
等
借
笥
六
口

n
L
J八
月

一
日

と
し
た
い
。

そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
長
屋
王
家
木
簡
や
二
条
大
路
木
簡
を
見
て
い
く
と
、

前
述
の
よ
う
に
、

二
次
的
加
工
な
ど
に
よ
る
現
状
の
型
式
を
有
す
る
も
の
も
多

4ヽ

、、

し
カ

n
の
如
き
明
確
な
事
例
が
い
く
つ
か
存
す
る
。
ま
ず
二
条
大
路
木
簡
に

つ
い
て
事
例
を
掲
げ
、
本
題
で
あ
る
長
屋
王
家
木
簡
を
検
討
す
る
際
の
参
考
例

か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。
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ヘ
a V 
ヽ

0

西
宮
少
子
二
口
米
二
升
只
問
月
廿
日
廣
嶋

・
ロ
直
□

文

受
越
万
呂

2
0
3
)

・
2
1
・
4
 051(~21116) 

1
5
7
・
1
6
・
6
 

0
3
2
(
$
'
.
 2
1
1
1
6
 

な
ど
の
農
業
経
営
に
関
わ
る
事
柄
、
邸
外
の
部
署
や
国
郡
か
ら
の
進
上
物
の
取

り
扱
い
な
ど
様
々
な
仕
事
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
と
す
る
と
、
例
え
ば
不
要
に

な
っ
た
荷
札
木
簡
の
文
字
を
削
り
取
っ
て
、
伝
票
木
簡
な
ど
文
書
木
簡
に
転
用

木
簡
が
作
成
さ
れ
た
長
屋
王
家
の
政
所
で
は
、
考
課
、
銭
の
計
算
、
ま
た
散
田

U

•

若
翁
大
御
弓
直
三
文 由

良
郷
阿
曇
部
赤
人

t

•

隠
伎
国
智
夫
郡
調
海
藻
六
斤
天
平
六
年

口
里
□

□

日ロ

召＂）。
8
"
 

r
し

t
は
通
常
表
面
の
み
使
用
で
あ
る
隠
岐
国
の
荷
札
木
簡
に
裏
面
記

(15) 

入
が
見
ら
れ
る
も
の
で
、

札
木
簡
、
あ
る
い
は
記
入
失
敗
を
削
り
取
っ
た
も
の
の
削
り
残
し
と
考
え
ら
れ
、

現
地
で
の
作
業
で
あ
ろ
う
が
、
荷
札
木
簡
が
削
り
取
ら
れ
る
例
と
し
て
掲
げ
て

お
く
。
な
お
、

二
条
大
路
木
簡
に
関
し
て
は
、
荷
札
木
簡
の
削
屑
と
確
実
に
判

(
1
6
)
 

断
で
き
る
も
の
が
存
す
る
（
城
3
0
|
3
2ー

33)

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
都

城
に
お
け
る
荷
札
木
簡
の
転
用

・
再
利
用
を
窺
わ
せ
る
行
為
と
言
え
よ
う
。

で
は
、
長
屋
王
家
木
簡
に
つ
い
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
長
屋
王
家
木
簡
は

長
屋
王
家
の
家
政
運
営
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
家
政
の
場
に
お
い
て
木

簡
が
ど
の
よ
う
に
作
製

・
調
達
さ
れ
る
の
か
を
考
え
る
上
で
も
興
味
深
い
事
例

と
な
ろ
う
。
長
屋
王
家
木
簡
で
は
伝
票
木
簡
の
中
に
荷
札
木
簡
の
形
状
を
と
る

(17) 

文
書
木
簡
が
散
見
し
て
い
る
。 S

は
本
来
の
記
載
か
も
し
れ
な
い
が
、

t
は
別
の
荷

o
l
q
が
荷
札
木
簡
の
形
状
を
持
つ
文
書
木
簡
の
事
例
で
あ
る
（
図
1
も
参

当ぃ―r
B
 

1
6
6
・
2
0
・
5
 

0
3
1
 ($
'
.
 2
4
1
2
9
)
 

z
 
0

乞
者
米
一
升
げ
叶
廿
八
B
稲
虫

X

・
ロ
宮
雇
人
一
口
米
二
升

□

宮
口
口

〔
古
ヵ
〕

受
□

万
呂

・
米
半
升
正
月
七

H
n
L
J

□

LJ 

y
.
0
員
方
王
子
米
六
升

薪
直
三
升
汲
言
月
十
二
日
n
L
J

長
屋
王
家
木
簡
の
主
要
な
部
分
を
占
め
る
伝
票
木
簡
の
特
色
に
つ
い
て
は
先

に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
控
え
伝
票
で
あ
り
、
殆
ど
は

0
1

―

型
式
の
短
冊
型
の
形
状
を
呈
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
、

本
来
文
書
木
簡
の
範
疇
に
入
る
伝
票
木
簡
の
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

0
-
――
・
O
五
型
式
、
即
ち
荷
札
木
簡
に
特
徴
的
な
形
状
を
呈
す
る
も
の
が
存
在

す
る
こ
と
に
は
注
目
さ
れ
る
（
図
1
も
参
照
）
。
別
稿
で
触
れ
た
よ
う
に
、
伝
票

。 ゜

友
瀬

w
.
0
西
宮
少
子
二
口
米
二
升
麟
譴

十
一
月
十
三
日
廣
嶋

゜゜

u
l
z
の
よ
う
に
、

1
3
7
・
1
8
・
4
 

0
3
2
(
$
f
 2
7
1
1
3
)
 

1
3
9
・
2
2
・
5
 033(~25110) 

1
7
9
・
(
2
1
)

・
2
 033(~21123) 

1
4
1

・
2
7
・
2
 032(~21117 
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長屋王家木簡三題

B
は
二
条
大
路
木
簡
に
も
例
が
存
し
た
記
入
失
敗
あ
る
い
は
別
の
荷
札
木
簡

を
削
り
取
ろ
う
と
し
た
も
の
の
削
り
残
り
で
、
現
地
で
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
例
が
長
屋
王
家
木
簡
に
も
存
す
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、

参
考
と
し
て
掲
げ
た
。
長
屋
王
家
木
簡
の
中
の
荷
札
木
簡
の
削
屑
と
目
さ
れ
る

も
の
は
『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
上
木
簡
概
報
』
二
八
ー
ニ
八
ー
ニ
九
頁
に
掲
載

さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば

8

.
C
は

y
の
荷
札
木
簡
と
文
字
の
書
き
方
が
類
似
し

（図
1
参
照
）
、
荷
札
木
簡
の
削
屑
と
見
な
し
て
よ
い
と
考
え
る
。
従
っ
て
長
屋

王
家
木
簡
の
中
に
も
荷
札
木
簡
の
削
屑
と
確
実
に
判
断
で
き
る
も
の
が
存
す
る

c
 

a 

丹
波
国

0
 9
1
 (城

2
8
|
2
9

多
い
伝
票
木
簡
の
中
で
は
厚
手
の
方
で
あ
る
。
但
し
、

a
は
厚
さ
が
六

mm
で
あ

な
お
、
転
用
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
木
簡
の
厚
さ
に
つ
い
て
は
、

w
.
X
は

8

丹
波
国
胡
麻
油
二
斗
口

0
9
1
(
城
2
8
|
2
9

1
7
1

・
2
2

・
3
 
032(~25121 

y

丹
波
国
味
田
郡
曼
椒
油
一
―
―
斗

(18) 

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
定
が
生
ま
れ
て
来
る
。

こ
の
よ
う
な
憶
測
に
関
わ
る
材
料
と
し
て
、
文
字
の
削
り
取
り
の
途
中
で
廃

棄
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
荷
札
木
簡
の
存
在
と
荷
札
木
簡
の
削
屑
の
出
土
を
掲

固
防
国
大
口

B

•

隠
伎
国
周
吉
郡
新
野
里
餌
い
疇
麟
名
比
和
銅
七
年

（
削
リ
残
リ
）

•

隠
伎
国
周
吉
郡
新

参
照
）
の
荷
札
木
簡
が
存
在
す
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
こ

の
よ
う
な
例
は

一
例
の
み
し
か
見
出
せ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
残
念
な
が
ら

a
か

の
削
り
取
り
と
再
利
用
を
示
唆
す
る
貴
重
な
事
例
で
あ
る
と
評
価
し
た
い
。

以
上
、
僅
か
な
事
例
に
基
づ
い
て
憶
側
の
み
を
め
ぐ
ら
せ
た
が
、
長
屋
王
家

に
大
旱
里
の
貢
進
物
と
と
も
に
率
周
さ
れ
た
荷
札
木
簡
の
中
に
は
、
削
り
取
り
に
よ

っ
て
邸
内
の
事
務
執
行
の
際
の
文
書
木
簡
に
転
用

・
再
利
用
さ
れ
た
も
の
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
も
長
屋
王
家
、
さ
ら
に

は
平
城
宮
内
に
お
け
る
木
簡
作
製

・
調
達
の
一
端
を
な
す
と
見
な
す
こ
と
が
で

き
、
転
用

・
再
利
用
と
い
う
視
点
で
木
簡
の
「
一
生
」
を
検
討
す
る
見
方
が
あ

っ
て
も
よ
い
の
で
は
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

―
-mm
と
比
較
的
薄
い
が
、

u

.

V

•

N

は
四
ー
六

m
mで
、
二
l
=
-
m
m
の
も
の
が

る
か
ら
、
も
と
に
な
る
荷
札
木
簡
（
勿
論
、
伝
票
木
簡
自
体
が
何
度
か
削
り
直
さ
れ

て
再
利
用
さ
れ
る
可
能
性
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
）
の
厚
さ
に
よ
っ
て
は
、
削
り

取
り
に
よ
る
転
用
の
場
合
で
も
、
特
に
厚
み
の
薄
い
伝
票
木
簡
と
な
る
訳
で
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
荷
札
木
簡
の
方
は
一
―
了
｀
四

mm
の
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る

の
で
、
文
書
木
簡
よ
り
は
や
や
厚
手
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
削
り
取
り
に
よ
る

欠
損
部
分
を
除
い
て
も
、
文
書
木
簡
と
し
て
転
用
に
耐
え
る
だ
け
の
厚
さ
が
残

1
7
7
・
3
0
・
3
 
031(~27120) 

1
4
4
)

・
2
9

・
6
 
033(~27121 

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ら
削
り
取
ら
れ
た
「
嶋
郡
…
」
の
削
屑
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、

a
は
荷
札
木
簡

こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、

a
の
如
き
、
文
字
削
り
取
り
途
中
（
図
1
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を
強
調
し
て
、
拙
い
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

小
稿
で
は
「
長
屋
王
家
木
簡
三
題
」
と
題
し
て
、
長
屋
王
家
木
簡
の
文
書
史

料
と
し
て
の
側
面
や
木
簡
作
製
の
あ
り
方
に
も
言
及
し
た
。
相
互
に
脈
絡
の
な

い
話
な
の
で
、
全
体
的
な
結
論
を
整
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
既
に
提
唱

(19) 

さ
れ
て
い
る
木
簡
の
古
代
古
文
書
学
的
分
析
の
上
に
お
い
て
も
、
今
後
さ
ら
に

留
意
す
べ
き
論
点
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

「
は
じ
め
に
」

で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
長
屋
王
家
木
簡
は
質

・
量
と
も
に

様
々
な
分
野

・
視
点
か
ら
の
分
析
が
可
能
な

一
大
史
料
群
で
あ
り
、
木
簡

一
点

一
点
の
観
察
も
含
め
て
、
多
岐
に
亘
る
情
報
を
引
き
出
し
、
古
代
史
研
究
に
役

立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
長
屋
王
家
木
簡
の
可
能
性

註(
1
)

研
究
論
文
の
整
理
と
し
て
は
、
拙
稿
「
長
屋
王
家
木
簡

・
長
屋
王
邸
関
係
論
文

目
録
（
稿
）
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
」
三
0
四、

一
九
九
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
2
)
『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
」
の
号
数

・
頁
数
を
城
2
1
1
1
6
の
よ
う
に

略
す
る
。

(
3
)
西
野
悠
紀
子
「
「長
屋
王
家
木
簡
」
と
女
性
労
働
」
（
『
日
本
古
代
国
家
の
展
開
」

下
、
思
文
閣
、

一
九
九
五
年
）
。

(
4
)

「
受
」
某
が
女
性
で
あ
る
場
合
か
ら
、
御
所
1
1
吉
備
内
親
王
の
御
所
の
例
も
存

し
た
可
能
性
が
想
定
で
き
な
い
で
は
な
い
が
、
御
所
と
内
御
所
の
書
き
分
け
、
御

む
す
び
に
か
え
て

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

所
宛
の
米
飯
の
受
納
は
男
性
の
場
合
が
多
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
御
所
は
や
は
り
長

屋
王
の
御
所
を
指
す
と
解
し
て
お
き
た
い
。

(
5
)
余
女

・
宿
奈
女
な
ど
の
所
属
先
は
正
確
に
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
可
能

性
を
考
え
て
お
き
た
い
。
益
女
に
つ
い
て
は
「
竹
野
王
宮
」
と
の
注
記
が
あ
る
木

簡
が
存
し
（
城
2
8
|
2
6
)
、
竹
野
女
王
付
き
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
矢
釣

王
宛
の
支
給
の
「
受
」
に
も
登
場
し
て
お
り
（
城
2
5
|
9
)
、
吉
備
内
親
王
の
統

括
下
に
あ
っ
た
蓋
然
性
も
想
定
し
て
み
た
い
。
な
お
、
西
野
註
(
3
)
論
文
一
六

七
頁
ー

一
六
八
頁
で
は
、
越
女

・
狛
刀
自
女

・
益
女
な
ど
が
仕
事
の
場
所
や
種
類

を
仕
事
の
需
要
に
応
じ
て
移
動
し
て
い
る
と
し
、
ま
た
余
女
が
竹
野
女
王
・
山
形

女
王
の
一
一人
の
「
受
」
に
登
場
す
る
の
は
、
こ
の

一
一人
が
姉
妹
関
係
に
あ
っ
た
の

で
、
共
有
の
形
で
女
性
労
働
者
を
使
役
し
た
の
で
は
な
い
か
と
見
て
い
る
。

(
6
)

渡
辺
晃
宏
「
長
屋
王
家
木
簡
と
二
つ
の
家
政
機
関
」
（
『
奈
良
古
代
史
論
集
」
二、

一
九
九

一
年
）
六

0
頁
ー
六

一
頁
。
な
お
、
寺
崎
保
広
「
木
簡
論
の
展
望
」
（
『新

版
古
代
の
日
本
」

一
0
、
角
川
書
店、

一
九
九
三
年）

――
―八

一
頁
ー
三
八
三
頁
で

も
同
様
の
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
寺
崎
氏
は
、

d
は
日
に
よ
っ
て
墨
の
濃

淡
が
あ
り
、

一
時
に
書
い
た
も
の
で
は
な
く
、
日
ご
と
に
書
き
継
い
だ
も
の
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
7
)
西
野
註

(
3
)
論
文
一
五
八
頁
、
福
原
栄
太
郎
「
長
屋
王
家
木
簡
に
み
え
る
木

上
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
歴
史
」
五
六
二
、

一
九
九
五
年
）
な
ど
。

(
8
)
福
原
註
(
7
)
論
文

―
二
頁
ー
一
五
頁
。

(
9
)
館
野
和
己
「
荷
札
木
簡
の
一
考
察
」
（
「奈
良
古
代
史
論
集
」
一

、

一
九
八
五

年）。

(10)

「
・
上
総
国
鰻
十
連

三
列

伊

頭

駿

河

堅
魚
遺
十
節
／

．

n
L
J信」

(（
2
9
8
)
・
3
4
・
2
 
0
1
9

協

f
2
1
1
3
0
)
ふ
3

茄
E

札
十
公
簡
に
よ
る
貢
進
物
進
上
の
集
計

に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(11)

―
つ
の
貢
進
物
に
複
数
の
荷
札
木
簡
が
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

東
野
治
之
「
古
代
税
制
と
荷
札
木
簡
」
（
『
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
」
塙
書
房
、
一
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長屋王家木簡三題

一
四
、
中
央
公
論
社
、

九
八
三
年
）
参
照
。

(12)

鬼
頭
清
明
「
木

・
紙

・
書
風
」
（
「
日
本
の
古
代
」

八
八
年
）
な
ど
参
照
。

(13)

『
平
城
宮
木
簡
J

四
（
解
説
）
（

一
九
八
六
年
）
を
参
照
。

(14)

人
名
か
ら
見
て
、
こ
の
木
簡
は
拙
稿
「
二
条
大
路
木
簡
と
門
の
警
備
」
（
「文
化

財
論
叢
」
II
、
同
朋
舎
、
一
九
九
五
年
）
で
検
討
し
た
門
の
警
備
に
関
わ
る
木
簡

(
O
-
―
型
式
が
基
本
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
15
)

隠
岐
国
の
木
簡
の
特
色
に
つ
い
て
は
、
今
泉
隆
雄
「
貢
進
物
付
札
の
諸
問
題
」

（『奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
研
究
論
集
』

W
、

一
九
七
八
年
）
、
佐
藤
信
「
隠
伎

国
木
簡
と
そ
の
特
徴
」
（
「
隠
岐
の
文
化
財
』

一
、

一
九
八
――
一
年
）
、
狩
野
久
「
古

代
隠
岐
と
ヤ
マ
ト
政
権
」
（
『し
ま
ね
の
文
化
財
」

―
-、

一
九
九
五
年
）
な
ど
参
照
。

(16
)

渡
辺
晃
宏
「
二
条
大
路
木
簡
」
（
「平
城
京
左
京
―
一条
二
坊

・
三
条
二
坊
発
掘
調

査
報
告
」
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、

一
九
九
五
年
）

一
五

一
頁。

(17)

『
平
城
宮
発
掘
調
壺
出
土
木
簡
概
報
』

ニ

―
_
―
一六
頁
「
書
法
模
人
二
口
米
四

升
…
」
(
1
8
8
・
2
0

・
2

0
5
1
)

は
、
下
端
は
二
次
的
加
工
の
可
能
性
も
あ
り
、
判

断
し
難
い
の
で
、
除
い
て
お
い
た
。

(
18)

そ
の
他
、
先
に
憶
説
を
述
べ
た
よ
う
に
、
大
型
・
幅
広
等
の
荷
札
木
簡
を
調
整

し
て
短
冊
型
に
仕
立
て
直
す
場
合
も
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
は
調
整
に
よ
り
原

型
は
失
わ
れ
る
の
で
、
転
用
の
判
断
は
で
き
な
く
な
る
。

(19)

早
川
庄
八
「
公
式
様
文
書
と
文
書
木
簡
」
（
『
木
簡
研
究
』
七
、

一
九
八
五
年
）
、

館
野
和
己
「
文
書
木
簡
の
研
究
課
題
」
（
『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
三
三
九、

一
九

九

一
年
）
な
ど
参
照
。

（
付
記
）
長
屋
王
家
木
簡
の
写
真
に
よ
る
観
察
に
つ
い
て
は
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究

所
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部
史
料
調
査
室
の
館
野
和
己
氏
、
渡
辺
晃
宏
氏
、
古
尾
谷
知

浩
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
末
尾
な
が
ら
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

一
九
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